研修講座受講支援事業実施要領

第１　趣旨

米価の低迷による農業収入の減少、食に対する消費者ニーズの多様化など、農業が直面する課題に対し的確かつ迅速に対応するためには、農業者自身が、高度かつ幅広い知識を身につけることが重要である。
このため、本事業では、とやま農業スクール生（以下「スクール生」という。）の資質向上のため、県内外の研修受講などの取組に対し支援を行うものとする。
第２　助成対象者　
　本事業の助成対象者は、とやま農業スクール協議会設置要綱第４条により登録されたスクール生とする。　

　
第３ 事業内容　
１　県内外で実施される研修等への参加に対する支援　
（１）助成の内容　
　　スクール生が、県内外で実施される農業技術の向上や農業経営の多角化、農業経営に必要な資格取得のための研修などに参加する場合、必要となる経費に対し助成を行う。

ただし、全国農業青年クラブ連絡協議会が主催する全国農業青年交換大会や全国青年農業者会議における研修、資格取得のための研修のうち（社）富山県農林水産公社による支援事業の対象となる場合などについては、助成の対象としない。

（２）助成の対象となる経費　
助成の対象となる経費は、研修等の受講に要する受講料（資料代含む）、県外の研修等の受講に係る交通費及び宿泊費等とする。（ただし、懇親会費は除く。）　
（３）助成額　
助成対象経費の９０％（資格取得のための研修については５０％）と５万円とのいずれか低い額。　
ただし、(社)国際農業者交流協会による海外研修など、多額の経費を要する研修については、３０万円を上限として、とやま農業スクール協議会（以下「協議会」という。）において助成金額を決定する。　
　
２　スクール生自らが企画する研修会等に対する支援　
（１）助成の内容　
　　　スクール生自らが研修会、視察等を企画・実施する場合、必要となる経費に対し助成を行う。　
　（２）助成の対象となる経費　
　　　　助成の対象となる経費は、研修会場の借上料、講師謝金、視察に係る交通費（バス借上料など）、視察先謝金等とする。　
　（３）助成額　
助成対象経費の９０％と以下のア又はイにより算定される額とのいずれか低い額。　
ア　事業に参加するスクール生が５名以下の場合　５万円

イ　事業に参加するスクール生が５名を超える場合
　　　５万円に加えて、５名を超えた人数あたり１万円　
第４ 事業の実施　
１　本事業による助成を希望するスクール生は、事前に別紙様式第１号による研修等支援申請書を作成し、直接あるいは住所地を管轄する農林振興センターを経由して、協議会に提出する。　
２　１の申請を受けた協議会は、本事業の趣旨、予算額等を考慮した上で審査を行い、その内容が適切であると認められる場合には、これを承認し、別紙様式第２号によりスクール生に対し通知する。　
３　本事業の承認を受けたスクール生は、研修等を受講後、速やかに報告書を作成し、協議会に提出するとともに、併せて別紙様式第３号により助成金の請求を行う。　
４　本事業の承認を受けたスクール生は、事業が完了する前に多額の経費を要する研修等を受講する場合は、別紙様式第４号により概算払いを請求することができる。　
５　協議会は、３及び４により助成金の請求があった場合、口座振込等により助成金を支払うものとする。　
６　なお、本事業の承認後に、受講する研修等を変更した場合又は研修等の受講を取りやめた場合は、速やかに協議会に連絡し、その指示に従うものとする。　
第５　その他　
この要領で定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、とやま農業スクール協議会長が別に定める。　
　　　附　　則　
１　この要領は、平成２３年４月２０日から施行する。　
別紙様式第１号

平成　　年　　月　　日

とやま農業スクール協議会長　殿
住　所：　　　　　　　　
氏　名：　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
とやま農業スクール
研修講座受講支援事業　承認申請書

　研修講座受講支援事業実施要領第３に定める事業について、以下のとおり実施したいので、研修講座受講支援事業実施要領第４の１の規定に基づき、関係書類を添えて承認を申請します。
　　　　　　　　　　　

○本事業の活用内容
	受講する研修等の名称、企画する視察内容　等
	

	日時
	

	場所
	

	主催者
	

	助成対象経費見込額
	　　　　　　　　円（うち助成額　　　　　円）

	
	受講料
	　　　　　　　　円

	
	交通費・宿泊費
	　　　　　　　　円

	
	その他

（具体的に記載）
	　　　　　　　　円



	研修等の受講、視察等を企画する理由

	・研修や視察の内容が、自らの営農にどのように関連するか

・研修等や視察の内容をどのように活かしていくか

など具体的な理由を記載願います。


※複数のスクール生で事業に取り組む場合は、その代表者が申請する。
※助成額は要領第３の１の（３）又は要領第３の２の（３）の算定方法に基づき記載する。


別紙様式第２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○とやま農スク　　号

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　殿






とやま農業スクール協議会長
研修講座受講支援事業の承認について
　○月○日付けにて貴殿より申請のあった、研修講座受講支援事業の実施については、これを承認します。

別紙様式第３号

平成　　年　　月　　日

とやま農業スクール協議会長　殿

住　所：　　　　　　
氏　名：　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
とやま農業スクール
研修講座受講支援事業　助成金請求書
○月○日付け○○とやま農スク第　　　号により承認された、研修講座受講支援事業について、事業の完了に伴い、下記により助成金を請求します。
　　　　　　　　　　　　　　　　

	請求額
	円



　○助成対象経費

・受講料　　　　　　　　　円

・交通費　　　　　　　　　円

・宿泊費　　　　　　　　　円

・　　　　　　　　　　　　円


　　　　合　計　　　　　　　　　　円（Ａ）

　○助成額

　　　　　　　　　　　　円（Ｂ）
※Ａ×0.9又は５万円のいずれか低い額（小数点以下切り捨て） 
　○概算払額

　　　　　　　　　　円（Ｃ）
　○請求額
　　　　　　　　　　　　円（Ｂ－Ｃ）
【添付書類】

助成対象経費の内訳が確認できる書類（領収書、レシート、支払明細等）
別紙様式第４号

平成　　年　　月　　日

とやま農業スクール協議会長　殿

住　所：　　　　　　
氏　名：　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
とやま農業スクール
研修講座受講支援事業　概算払請求書
　○月○日付け○○とやま農スク第　　　号により承認された、研修講座受講支援事業について、以下の金額を概算払いにより請求します。
	請求額
	　　　　　　　　円



　　○助成対象経費

・受講料



円

・交通費



円

・宿泊費



円

· 　　　　　　　　　　　　

円


　　　　合　計



円（Ａ）

　　○助成額（請求額）
　　　　　　　　　　　円（Ｂ）

※Ａ×0.9又は５万円のいずれか低い額（小数点以下切り捨て） 

【請求に当たっての注意事項】　
・助成対象経費については、使用が確実な金額の範囲内で請求すること。

・助成対象経費の算定根拠が分かる書類（見積書等）を添付すること。　
○添付書類


・複数のスクール生で事業に取り組む場合は、全員の名簿（本人の押印があるもの）


・研修等の実施主体が発行した研修案内等のコピー（研修等の概要及び受講費用の分かる箇所。インターネットの場合はプリントアウトしたもの）


・交通費については、試算結果（パソコンによる「経路・運賃検索」も可）。宿泊費については見積書等








